白衣等賃貸借業務委託仕様書

本仕様書は、公益財団法人浜松市医療公社　浜松医療センター（以下「甲」という。）の職員が病院業務を行うにあたり着用する制服等（以下「白衣等という。」）の賃貸借及び洗濯業務委託に係る業務内容の基準事項を下記のとおり規定するものである。
ただし、本業務の目的とする事項に応じて甲が必要と認めたものは、受託者（以下「乙」という。）が契約の範囲内で実施するものとする。

1 目　的
本業務は、乙が白衣等を甲に賃貸借により供給するとともに、洗濯を主とした保守を行うことにより、職員の清潔で快適な作業環境を整備し、病院業務の円滑な運営に資することを目的とする。

2 件　名
[bookmark: _Hlk50454098]公益財団法人浜松市医療公社浜松医療センター　白衣等賃貸借業務委託

3 施行場所
公益財団法人浜松市医療公社浜松医療センター
〒432-8580　浜松市中央区富塚町328

4　施行期間
2026年4月1日から2031年3月31日（5年間）

5　賃貸借物品
物品は個人又は共用貸与することとする。規定のサイズ以外のものについても、必要であれば供給するものとする。指定された職種の物件において病院指定のデザインを刺繍加工又はプリント加工をして対応し費用は賃貸借契約に含まれるものとする。
※刺繍加工、プリント加工のデザイン等については入札後に甲と乙で協議するもの。

6　賃貸借の物品及び貸与予定組数
別紙1「人数一覧表」・別紙2「貸与予定組数」参照　2025年10月現在の職員数を予定数量とする。
ただし貸与予定組数は、契約上の数量を保証するものではない。

7　白衣等の貸与業務
甲は、事前に各職員に適切な白衣等を貸与するための採寸をし（ただし年度初めの新規採用者は乙の対応とする）、乙はその補正を行うこと。乙は甲の採寸データ等を取りまとめ、契約開始1週間前までには職員に白衣を貸与すること。
なお、採寸、補正、裾上げ加工及び貸与に関する費用は賃貸借契約に含まれるものとする。
試着品の提供は乙負担とし、病院内に常時設置することとする。

8　白衣等の洗濯
白衣等の洗濯は、クリーニング業法第3条第3項の定める衛生基準に従うとともに、医療現場などで着用するという目的及び性質を考慮のうえ適切な処理を行う。
白衣類の不備（破れ・しみ・汚れ等）については、乙にて常に点検し、交換・補修を行う。また、甲にて不備を見つけた場合は、乙に現物を渡し、それにつき交換・補修を行う。
　
9　白衣類等の管理
白衣等の紛失等に関して、白衣等には洗濯データ管理を行うため物品毎にQRコードラベルやICチップを備え付けるものとする。ラベルは白衣等1枚に対し1枚とし、病院名、個人名、管理番号、商品番号、サイズ等を印字し、ラベル等は洗濯耐久性を備えたもので、工業洗濯においても剥がれや脱落がないことを条件とする。また、ラベル内にはQRコードの印字を入れ、物品の受渡が追跡できるようにし、物品の紛失及び納入の遅れを防止する対策を準ずる。
※「ラベルフォーマット」別紙3参照
また、乙は洗濯及び補修等の履歴について甲の求めに応じデータを提供するものとする。提供データは紙媒体及び電子データとする。本仕様書に記載されていない項目であっても、白衣類の取扱い関する事項で軽微な作業は、賃貸借料の範囲内で実施する。

10　集配業務
洗濯物の納入及び回収は、週2回行うものとする。納入及び回収は、複数の指定場所・指定の納入回収方法のものとする。集配日が祝日であっても納入及び回収は行うものとし、病院業務に支障がないよう対応する。（集配時間については落札企業と協議のうえ決定する）
ただし、年末年始等休日が３日以上連続する場合は、甲と協議し適宜対応する。

11　納入場所
白衣等の納品は、甲の指定する複数の場所とする。なお、甲乙協議の上、場所の変更ができるものとする。
清潔物納入、保管については汚れ、感染のおそれのない消毒済みの格納ボックス（乙負担）または、感染の恐れのない衛生面が確保された方法で行うことを条件とし、決められた場所へ無償で設置し用意すること。また番号等の目印により使用者が特定しやすいようにすること。ただし、白衣等の納品に際して乙は白衣等の種類ごとに納品枚数が判るように納品書を添付して納品業務を行う。



12 回収場所
洗濯物搬出については、予め用意した汚染、感染のおそれのない回収ボックス（乙負担）または、感染の恐れのない同等物を指定場所に必要数設置し洗濯物を回収する。
感染対策の一環として、集配ではリネン等の患者使用物との混載は行わず、車両・洗濯は別物として扱う事とする。

13　白衣等の保守
　補修（ボタンの外れ・ほつれ・ファスナーの不具合等）は、洗濯物回収時に乙負担にて対
応すること。また交換（破損・破れ等）についても乙負担において対応すること。また補修
に時間を要し通常の納品日に納入できない場合は事前に連絡をすること。

14　白衣等交換の負担
個人貸与において平常業務の中で発生した汚れ及び破損で、洗濯及び修理により対応できない場合や配置換えにより貸与白衣等の構成に不都合が生じた場合は、白衣等の交換を無償で行う。また、体型の変更等生理的なサイズ交換を要した際も、同様の対応を行う。

15　新規採用者及び退職者の取扱い
新規採用者がある場合は、甲の指示に基づき速やかに白衣等を供給する。年度初めの新規採用者は新品を用意するものとする。
ただし、年度初め等、数量が多くなる場合は双方で協議し、納入期限を決定するものとする。また、退職等に伴う不要な白衣の回収業務は、1人分をまとめたものを別袋に入れ集配にて回収すること。

16　白衣臨時品の対応
マタニティ用の看護衣が必要となった場合は無償で貸与すること。また緊急時の対応として、乙は業務の履行に支障をきたさないためにも在庫品を常備すること。

17　請求及び消費税
　請求方法は毎月末締めとし、1人あたりの月額料金単価に当月貸与人数に乗じて算出したものとし貸与人数、単価、金額を記載した利用明細書(納品書)と契約利用者すべての在籍名簿及び前月に対する増減人数が明示できるよう内訳書を毎月発行し、甲の指定する期日までに提出すること。なお、利用明細書には、当月の人数の増減を記載することとする。
休職期間の物件において甲は乙に白衣等を返却することとし貸与人数への算定はしないこととする。
消費税については、毎月別途加算するのものとする。なお、消費税率が改正された場合は、新税率を適用するものとする。


18　定期訪問の実施
　甲の緊急時やクレーム発生時の対応のため、乙は県内に営業所があることを条件とする。また、甲の運用状況等の確認のため、乙は月に1～2回を目安に訪問することとする。
　甲の要望があるとき、乙は随時意見交換の場を設け、現状改善に努める。

19　その他
　集配業務を行う作業員は院内で作業する際、来院者に不快感を与えないよう細心の注意を払って作業を行うこと。また業務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏洩しない。
この仕様書に定めのない事項が生じた場合、また不明な点が生じた場合等はその都度甲乙
協議し決定することとする。

以上
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